
社会福祉法人清風会の役員報酬等支給基準 

 

(目的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人清風会の定款第９条、第２３条に基づき、業務に従事

する役員等の報酬・退職慰労金に関する必要な事項を定めることを目的とする。 

(役員等の定義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。 

（1） 役員等とは、理事・監事及び評議員をいう。 

（2） 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人にて継続かつ定期的

に業務を執行する役員をいう。 

（3） 常勤役員以外の役員を非常勤役員という。 

（報酬等の支給） 

第３条 役員等の報酬総額は、年度毎に評議員会で定めるものとする。常勤役員について

個別の報酬額は別表 1「常勤役員の報酬」に基づく年俸制を原則として、個人の役

割、職務内容等を総合的に勘案・評価し、評議員会で承認された報酬総額を限度

として、理事長が決定するものとする。なお別途賞与等の各種手当は支給しない。 

2  非常勤役員の報酬は、別表 2「非常勤役員の報酬」に基づき日額報酬制とする。 

3 この規程で定める役員等の報酬総額には、使用人兼務役員である施設長等の理事の

使用人給与（職員給与）を含むものとする。但し、使用人兼務役員には、第１項及

び第２項は適用しないものとし、職員給与に加えて別途月額 20,000円の役員兼務手

当を支給する。また、理事長が認めた場合には、役員兼務手当を別表 1「常勤役員

の報酬」の月額報酬基準の金額に代えることができる。 

4 常勤役員の報酬支給日については、職員給与規定の支給日と同様とする。 

5 非常勤役員の報酬支給については、理事会・評議員会に出席したとき、その他法人

業務に携わったときに別表２の日額報酬額を、法令に基づき控除すべき金額を控除

して支給するものとする。 

(退職慰労金の支給基準) 

第４条 役員等が退任した場合には、退職慰労金を支給することができる。退職慰労金の

支給基準は以下の通りとし、役員等を退任した時点で現金にて支給する。但し、

前条第３項に規定する使用人兼務役員に対しては、本条文の適用はしないものと

する。 

（1） 理事長・・・・・・在任期間１期（２年）につき ３０，０００円 

（2） 理事及び監事・・・在任期間１期（２年）につき ２０，０００円 

（3） 評議員・・・・・・在任期間１期（４年）につき ２０，０００円 

(交通費) 

第５条 役員等が理事会・評議員会等に出席した場合において、交通費の請求があった場

合には、役員報酬とは別に交通費の実費を支払うものとする。 

 



（改廃) 

第６条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

（補足） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事会の

承認を得て、理事長が別に定める。 

附則 

（1） この基準は、平成２９年４月１６日から適用する。但し、非常勤役員への適用及び

第４条の適用については、２９年度の新役員選任後とする。 

 

この基準は、令和６年６月８日に改定施行する 

 

別表１ 常勤役員の報酬 

  役員等の報酬総額を評議員会で決議し、その範囲内で常勤役員個別の役員報酬額につ

いては、号給を理事長が決定する。 

  常勤役員報酬の支給は年俸制とし、下記表の月額報酬基準に１２ヶ月を乗じた額とす

る。 

号 給 支給基準額（月額） 号 給 支給基準額（月額） 

１号俸 

２号俸 

３号俸 

４号俸 

５号俸 

６号俸 

７号俸 

８号俸 

９号俸 

１０号俸 

１１号俸 

１２号俸 

１３号俸 

１４号俸 

１５号俸 

５０，０００円 

１００，０００円 

１５０，０００円 

２００，０００円 

２５０，０００円 

３００，０００円 

３２０，０００円 

３４０，０００円 

３６０，０００円 

３８０，０００円 

４００，０００円 

４２０，０００円 

４４０，０００円 

４６０，０００円 

４８０，０００円 

１６号俸 

１７号俸 

１８号俸 

１９号俸 

２０号俸 

２１号俸 

２２号俸 

２３号俸 

２４号俸 

２５号俸 

２６号俸 

２７号俸 

２８号俸 

２９号俸 

３０号俸 

５００，０００円 

５２０，０００円 

５４０，０００円 

５６０，０００円 

５８０，０００円 

６００，０００円 

６２０，０００円 

６４０，０００円 

６６０，０００円 

６８０，０００円 

７００，０００円 

７２０，０００円 

７４０，０００円 

７６０，０００円 

７８０，０００円 

別表２ 非常勤役員の報酬 

理事・・・日額報酬  ４時間未満 ４，０００円  ４時間以上 ５，０００円 

評議員・・日額報酬  ４時間未満 ４，０００円  ４時間以上 ５，０００円 

監事・・・日額報酬  ４時間未満 ４，０００円  ４時間以上 ５，０００円 


